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宮 崎 市 中 央 卸 売 市 場              

宮崎市公設地方卸売市場 



ま    え    が    き  

 

 こ の 年 報 は 、 市 場 の 動 態 を 明 ら か に し て 、 市 場 運 営 の 基 礎 資 料 と す る と と も に 、 広 く 関

係 各 方 面 で の 活 用 を 図 っ て い た だ こ う と 令 和 ５ 年 度 の 宮 崎 市 中 央 ・ 公 設 地 方 卸 売 市 場 に お

け る 生 鮮 食 料 品 等 の 取 扱 状 況 を 関 係 各 位 の 報 告 に 基 づ い て 編 纂 刊 行 し た も の で す 。  

 今 後 と も 生 鮮 食 料 品 等 の 供 給 拠 点 市 場 と し て 、 ま た 、 生 産 地 市 場 と し て の 機 能 の 充 実 強

化 に 努 め て 参 り ま す の で 、 関 係 各 位 の さ ら な る ご 支 援 、 ご 協 力 を お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 最 後 に 、 本 書 を 編 纂 す る に 当 た り 、 ご 協 力 を い た だ き ま し た 関 係 各 位 に 対 し 、 心 か ら 感

謝 の 意 を 表 し ま す 。  

 

    令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

                         宮 崎 市 中 央 ・ 公 設 地 方 卸 売 市 場  

                           市 場 長  岡 部   卓 朗  



凡            例  
 

 こ の 年 報 は 、 宮 崎 市 中 央 ・ 公 設 地 方 卸 売 市 場 に お い て 、 令 和 ５ 年 度 （ ４ 月 １ 日 ～ ３ 月 ３

１ 日 ） に 取 引 さ れ た 生 鮮 食 料 品 等 に 関 し て 、 卸 売 業 者 が 宮 崎 市 中 央 ・ 公 設 地 方 卸 売 市 場 業

務 条 例 に 定 め る と こ ろ に よ り 提 出 し た 報 告 書 に 基 づ い て 作 成 し た も の で す 。  

１  調 査 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で 。  

  開 場 日 数 に つ い て は 、 定 期 及 び 臨 時 休 業 日 を 除 い た 日 数 で 次 の と お り で す 。  

   青 果 部  ２ ５ ０ 日      水 産 物 部  ２ ５ ６ 日     花 き 部  ２ ４ ６ 日  

  市 場 の 概 要 に つ い て は 、 原 則 と し て 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 現 在 で 記 載 し て い ま す が 、 市 場

の 機 構 な ど 一 部 に つ い て は 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 で 記 載 し て い ま す 。  

２  統 計 品 目 数  

 

   野   菜    ９ ９ 品 目    生 鮮 水 産 物   ６ ８ 品 目    切  花    ７ ６ 品 目  

   果   実   ５ ６ 品 目    冷 凍 水 産 物   １ １ 品 目    枝 も の    １ ７ 品 目  

                加 工 水 産 物   ２ ４ 品 目    鉢 も の    ３ ６ 品 目  

                              そ の 他    １ ６ 品 目  

   青 果 部 計  １ ５ ５ 品 目    水 産 物 部 計  １ ０ ３ 品 目    花 き 部 計  １ ４ ５ 品 目  

 

３  集 計 方 法  

  原 則 と し て 、 数 量 は ｋ ｇ 、 金 額 は 円 、 平 均 単 価 は 円 ／ ｋ ｇ と し ま し た 。  

  ま た 、 単 位 未 満 の 数 字 を 四 捨 五 入 に よ り 整 理 し た の で 統 計 表 に よ っ て は 、 統 計 合 計 と  

   内 訳 合 計 が 一 致 し な い 場 合 が あ り ま す 。  

  な お 、 マ イ ナ ス の 数 字 は 、 調 整 に よ り 生 じ た も の で す 。  

  ま た 、 花 き 部 の そ の 他 に つ い て は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 数 量 の 単 位 が 変 更 に な り  

ま し た 。  

 

４  産   地  

  原 則 と し て 、 そ の 生 産 地 又 は 加 工 地 に 属 す る 都 道 府 県 名 と し ま し た が 、 生 産 地 の 決 め  

が た い も の は 、 そ の 出 荷 者 の 属 す る 都 道 府 県 名 を も っ て 表 示 し ま し た 。  


